
 

 

函 環 日         

令和８年(2026年)２月９日  

 

民生常任委員会委員 各位 

 

環 境 部 長   

 

   参考資料の配付について 

 

 このことについて，下記のとおり資料を配付しますので，よろしくお 

願いします。 

 

記 

 

〇 日乃出清掃工場整備工事に伴う可燃ごみ処理について（令和８年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境部日乃出クリーンセンター施設整備担当 51-5165） 
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日乃出清掃工場整備工事に伴う可燃ごみ処理について（令和８年度） 

 

 令和８年度については，最も長い休炉期間を予定していることから，令

和６，７年度に実施した対策を基本としながら，これまでの対策を強化し，

市民生活や事業活動に支障が生じないよう，次のとおり各種対策を進めま

す。 

 

１ 休炉期間 

  令和９年１月１７日から令和９年３月４日までの４７日間（予定） 

 

２ 休炉期間中のごみ想定排出量 

令和６年度 

同時期排出量 

令和８年度 

想定排出量 
増減割合 

７，５７２t ７，３１６t ▲３．４％ 

 

３ 対策内容 

(1) ごみ排出量の減量化，再資源化および排出抑制の強化 

市民・事業者等に対し，広報紙や新聞，テレビ，ラジオ，ＳＮＳ，

出前講座などによる啓発活動を強化し，ごみの減量化，再資源化およ

び排出抑制について協力を依頼します。 

①ごみ減量化の推進 

ア 厨芥類（生ごみ）の減量化 

・家庭用および事業用電動生ごみ処理機の普及 

・ダンボールコンポストやバック型コンポストの普及 

・水切りの励行 

イ 食品ロスの削減 

・フードドライブの促進 

    ・「てまえどり運動」や「食品ロスゼロ推進店」事業などの啓発 

②再資源化（リサイクル）の促進 

ア 古着のリサイクルの促進 

イ 古紙のリサイクルの促進 

    ・集団資源回収の利用促進（雑がみの回収含む） 

    ・民間の古紙回収ステーション等の利用促進 

ウ プラスチック類のリサイクルの促進 
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③排出の抑制 

ア 休炉期間中等の排出抑制依頼 

・自宅や事業所における一時保管できるものの排出時期の変更 

・官公庁などにおける多量の紙類等の排出時期の変更 

 

(2) 草木類の埋立 

令和６年８月から変更している事業系の草・枝等の埋立処分を継続

します。 

 

(3) ごみ貯留ピットの最大限の活用 

積み上げ方法の工夫を行うとともに，貯留容量を確保するため，  

休炉期間の前後について外部処理を予定しています。 

また，ごみ排出量の多い時期についても，当該ピットの状況を踏ま

え，貯留しきれない場合は外部処理を検討します。 

 

(4) 他自治体等への外部処理依頼 

   令和６，７年度同様，渡島廃棄物処理広域連合（北斗市）と札幌市

に運搬し焼却処理をするほか，非腐敗性ごみの一部を東京都の民間処

理施設に運搬し再資源化処理をします。 

①渡島廃棄物処理広域連合（北斗市） 

②札幌市 

③民間廃棄物処理業者（非腐敗性ごみの資源化） 

 

(5) 埋立場所の確保 

休炉期間が長く，処理しきれないごみの発生が見込まれるため，「七

五郎沢廃棄物最終処分場埋立方針」に基づく埋立場所を確保します。 

 

４ 令和９年度の対応 

  令和８年度の休炉期間後は，更新した新１・２号炉が稼働しますが，

４か月程度の試験運転が必要となり，焼却しきれないごみの発生が予想

されることから，ごみの減量化や外部処理による対策を講じることとし

ます。 

なお，具体的な対策については，内容が決まり次第，改めて報告しま

す。 


